
◆境界復元測量図、道路区域復元測量図   

  標識を再埋設しようとする場合は、座標が記載された土地境界図等に基づ

き、現地調査・測量をし、Ｐ点、Ｔ点、Ｓ点の種類にかかわらず３点以上の

点が土地境界図における座標的位置関係と同様であることを確認して、はじ

めて承認願を提出することができるものとする。 

  この現地測量結果を表した図面を境界復元測量図、道路区域復元測量図と

いう。 

  模式的には次のような場合に境界復元測量図、道路区域復元測量図として

受領できるものとする。 

 

 

 

   

 

 

 

【解説】 

１ 紛失した点Ｐ1を復元するため、現在も存在している３箇所の点の関係（三

角形の三辺延長、または建物が存在するような場合は、二辺の延長と二辺に

挟まれた角度）が土地境界図と同様な結果となる３点を現地調査・測量によ

り捜しだす。 

２ 上記３点のうちの１点を直接器械設置点としてもよいし、３点とは異なる

点を器械設置点としてもよい。どちらにしても、器械設置点から３点とＰ1と

の関係から計算したＰ1の座標値について逆打する。 

 

【参考】 

 

 

 

 

 

                   

 ２点（Ｔ点、Ｓ1 点）のみからＰ1 を復元した場合、他の１点（Ｓ2 点）から

の辺長が一致するとは限らないため、２点間の関係が満足していても、この

２点からのＰ1復元は信頼性がない。 
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本来の辺長を示す円弧 






